
[質問]

[回答]

令和５年度第１回実務者セミナー

事前質問事項に関する解説及び当日の質疑応答
　Q＆A（令和５年７月２７日）

　NO１　３６協定の届出様式

　令和６年４月以降の３６協定届の様式について、以下の２点を確認したい。

１　労働者に医業に従事する医師（勤務医）を含まない場合、例えば、医師が
　院長一人のみの診療所では、医師以外の労働者の時間外・休日労働時間が
　１か月４５時間、１年３６０時間の限度時間の範囲内のときは様式第９号を
　用いるということでよいか。

２　労働者に医業に従事する医師（勤務医）を含む場合であっても、労働者の
　１か月４５時間、１年３６０時間の限度時間の範囲内のときは様式第９号を
　用いるということでよいか。

１　労働者に労基法第１４１条第１項に定める「特定医師」がいない場合は、
　現状の労基法第３６条第５項、第６項の上限規制の適用を受けるため、３６
　協定の届出は様式９号による届出となります。
　　ただし、宿日直勤務（許可を受けているものも含む。）のため、他の医療
　機関から「特定医師」を非常勤として受け入れている場合は、当該宿日直勤
　務中に「通常と同じ態様の業務」を行った場合は、時間外の割増賃金の支払
　はもとより３６協定の届出も必要になるため、自院の医療機関に係る限度時
　間で３６協定の届出が必要です。
　　この場合において、「特定医師」に行わせる時間外・休日労働が限度時間
　（１か月４５時間、１年３６０時間）を超えない場合は様式第９号の４を、
　限度時間を超えて特別条項を設ける場合は様式第９号の５を用いることにな
　ります。（厚生労働省労働基準局「医師の時間外労働の上限規制に関するＱ
　&Ａ」２－１を参照ください。）

２　労働者である「特定医師」に行わせる時間外・休日労働が限度時間（１か
　月４５時間、１年３６０時間）を超えない場合は、様式第９号の４を用いま
　す。（厚生労働省労働基準局「医師の時間外労働の上限規制に関するＱ&Ａ」
　２－１を参照ください。）
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　NO２　上限規制

　当院では、勤務する医師の時間外・休日労働時間について、令和６年４月以
降、Ａ水準として年９６０時間で３６協定を締結する予定です。
　
　そこで、仮定でのお尋ねですが、当院の勤務医が労働基準監督署に対して年９
６０時間以内の時間外・休日労働時間が守られていないと申し立てた場合には、
労働基準監督署としては、どのような対応をされるのでしょうか。

　令和６年４月１日以降、労基法第１４１条に定める「特定医師」の労基法第３
６条第1項の協定に定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日
において労働させる場合の限度時間（時間外労働及び休日労働を合算した時間
数）は、労基法第１４１条第３項（労働基準法施行規則第６９条の５）により、
１年について９６０時間が限度です。（*注１）

　従って、Ａ水準の医療機関で勤務する「特定医師」にこの年９６０時間を超え
て時間外・休日労働を超えて労働させた場合は、労基法第１４１条第３項違反と
なります。（罰則は労基法第１４１条第５項により、６か月以下の懲役又は３０
万円以下の罰金です。）

　労働基準監督署において、ご質問のような情報があった場合には、当該医療機
関に対し臨検監督等を実施する場合があります。

（*注１）医療機関のＢ水準、連携Ｂ水準、Ｃ－１、Ｃ－２水準については、１年
について１,８６０時間が限度です。連携Ｂ水準のみ各医療機関で定める時間外・
休日労働時間数の上限は年間９６０時間になります。
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　代償休息を所定労働時間（勤務日）における時間休として付与する場合、付与
方法は代休、勤務免除、年次有給休暇等の何れが妥当か。

　予定された９時間又は１８時間の連続した休息期間中に、やむを得ない理由に
より発生した労働（緊急対応）に従事した場合は、その労働時間に相当する時間
の代償休息を翌月末までに付与する必要があります。

　代償休息の付与は、所定労働時間中における時間給の取得又は勤務間インター
バル幅の延長のいずれかによることとされています。

　代償休息については、必ずしも有給での付与を義務付けるものではありませ
ん。代償休息の取扱いについては、疲労回復に効果的な休息付与の観点からも、
労使で話合いを行い院内でルールを明確にするため、各医療機関の就業規則にお
いて代償休息の付与方法について整理していただくことが望ましいと考えられま
す。

　よって、各医療機関において所定労働時間中に時間給として代償休息の付与す
る場合、付与方法をご質問のいずれとするか労使で話し合って決めることが望ま
しいです。

　なお、ご質問の年次有給休暇による付与は勤務医が取得時季を決めるものであ
り、その意に反して付与することはできないため、その点に留意が必要です。
（厚生労働省「医師の働き方改革に関するＦＡＱ（２０２３年６月７日ver.）」
Ｆ－６,７参照）

＊なお、代償休息の前提となる勤務間インターバル中の労働が、時間外や深夜時
間帯に発生している場合は、代償休息の付与方法にかかわらず、時間外労働や深
夜労働に対する割増賃金を支払う必要があります。

　NO３　代償休息
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